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税
理
士

山
本
佐
代
子

経税部経税部
だよりだより

２
０
２
０
年
以
降
に
お
け
る
大
き
な
税
制
改
正

は
じ
め
に

は
じ
め
に

　

本
年
、
２
０
１
９
年
（
令

和
元
年
）
に
お
い
て
の
大
き

な
税
制
改
正
の
目
玉
は
消
費

税
率
の
引
上
げ
と
軽
減
税
率

の
導
入
が
行
わ
れ
る
か
否
か

に
注
目
が
置
か
れ
て
い
る

が
、
２
０
２
０
年
（
令
和
２

年
）
に
お
い
て
も
更
に
大
き

な
改
正
が
す
で
に
決
議
確
定

（
１
）
控
除
額
を
一
律
10
万

円
引
き
下
げ
る
。

（
２
）
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
１
、
０
０
０
万
円
を

超
え
る
場
合
の
控
除
額
に
つ

い
て
は
、
１
９
５
万
５
千
円

の
上
限
を
設
け
る
。

（
３
）
公
的
年
金
等
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る

合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円

を
超
え
２
千
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
の
控
除
額
を
上
記

（
１
）、（
２
）
の
見
直
し
後

の
控
除
額
か
ら
一
律
10
万

円
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
合

計
所
得
金
額
が
２
千
万
円
を

超
え
る
場
合
の
控
除
額
を
上

記
（
１
）、（
２
）
の
見
直
し

後
の
控
除
額
か
ら
一
律
20
万

円
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
る

（
表
２
参
照
）。

・
控
除
額
を
一
律
10
万
円
引

き
下
げ
る
。

・
給
与
所
得
控
除
の
上
限
額

（
１
）
既
存
の
事
業
用
小
規

模
宅
地
特
例
と
の
選
択
適
用

で
あ
る
。

（
２
）
２
０
１
９
年
１
月
１

日
か
ら
２
０
２
８
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
相
続
・
贈
与

に
よ
る
取
得
が
対
象
（
10
年

間
の
時
限
措
置
）

　

２
０
１
９
年
１
月
７
日
以

降
に
国
際
船
舶
、
航
空
機
に

よ
り
出
国
す
る
国
際
観
光
旅

客
（
国
際
船
舶
、
航
空
機
の

お
わ
り
に

お
わ
り
に

　

２
０
２
０
年
の
改
正
の
目

玉
は
、
や
は
り
基
礎
控
除
額

等
の
10
万
円
の
引
き
上
げ
で

は
な
い
か
と
思
う
。
が
、
基

礎
控
除
額
、
配
偶
者
控
除

額
、
扶
養
親
族
控
除
額
と
い

っ
た
人
的
控
除
と
は
何
か
？

憲
法
25
条
の
生
存
権
す
な
わ

ち
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」

を
保
障
す
る
、
人
一
人
の
一

年
間
の
「
最
低
生
活
費
」
と

考
え
た
ら
、
こ
の
金
額
は
い

か
が
な
も
の
か
と
思
う
。

　

人
的
控
除
は
、
１
９
７
７

（
昭
和
52
）
年
に
29
万
円
、

１
９
８
４
（
昭
和
59
）
年
に

33
万
円
、
１
９
８
９
（
平
成

元
）
年
に
35
万
円
、
１
９
９

５
（
平
成
７
）
年
に
38
万
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
て
か
ら
の

し
ば
ら
く
ぶ
り
の
改
正
で
あ

る
。
今
回
10
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
し
ば

ら
く
は
こ
の
ま
ま
議
論
が
な

さ
れ
ず
に
行
く
と
思
う
と
、

消
費
税
の
増
税
と
比
較
し
て

も
手
放
し
で
は
喜
べ
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

 

（
終
わ
り
）

・
控
除
額
を
一
律
10
万
円
引

き
上
げ
る
。

・
合
計
所
得
金
額
が
２
４
０

し
、
合
計
所
得
金
額
が
２
５

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
に

つ
い
て
は
基
礎
控
除
額
の
適

用
は
出
来
な
い
（
年
末
調
整

を
受
け
る
場
合
に
は
、
合
計

引
き
下
げ
る
（
表
１
参
照
）。

が
適
用
さ
れ
る
給
与
等
の
収

入
金
額
を
８
５
０
万
円
、
そ

の
上
限
額
を
１
９
５
万
円
に

（
３
）
猶
予
税
額
は
、
事
業

用
の
宅
地
、
建
物
、
そ
の
他

一
定
の
減
価
償
却
資
産
（
固

定
資
産
又
は
営
業
用
と
し
て

自
動
車
税
、
償
却
資
産
税
等

の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る

も
の
等
）
の
課
税
価
格
の
１

０
０
％
に
対
応
す
る
額

乗
務
員
は
除
く
。）は
出
国
１

回
に
つ
き
１
０
０
０
円
が
、

国
際
運
送
事
業
を
営
む
者
に

よ
り
特
別
徴
収
さ
れ
る
。

０
万
円
を
超
え
る
個
人
に
つ

い
て
は
、
そ
の
合
計
所
得
金

額
に
応
じ
て
控
除
額
が
逓
減

所
得
金
額
の
見
積
額
の
申
告

を
行
う
）。

・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
基

礎
控
除
に
つ
い
て
も
同
様
の

改
正
が
行
わ
れ
る
。

し
て
い
る
。

　

来
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い

る
主
な
個
人
課
税
に
お
け
る

改
正
点
及
び
新
た
に
創
設
さ

れ
た
資
産
課
税
に
お
け
る

「
個
人
事
業
者
の
事
業
用
資

産
に
係
る
納
税
猶
予
制

度
」、
す
で
に
適
用
が
開
始

さ
れ
て
い
る
国
際
観
光
旅
客

税
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

（
１
）
勤
労
学
生
の
合
計
所

得
金
額
要
件
を
75
万
円
以
下

（
改
正
前
：
65
万
円
以
下
）

に
引
き
上
げ
る
。

（
２
）
同
一
生
計
配
偶
者
及

び
扶
養
親
族
の
合
計
所
得
金

額
要
件
を
48
万
円
以
下
（
改

正
前
：
38
万
円
以
下
）
に
引

き
上
げ
る
。

（
３
）
源
泉
控
除
対
象
配
偶

者
の
合
計
所
得
金
額
要
件
を

　

子
育
て
世
帯
や
介
護
世
帯

の
負
担
増
が
生
じ
な
い
よ
う

講
じ
ら
れ
た
措
置
。

（
１
）
子
育
て
・
介
護
世
帯

に
対
す
る
控
除

　

給
与
等
の
収
入
金
額
が
８

５
０
万
円
を
超
え
る
居
住
者

で
、
特
別
障
害
者
に
該
当
す

る
も
の
又
は
年
齢
23
歳
未
満

の
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の

若
し
く
は
特
別
障
害
者
で
あ

る
同
一
生
計
配
偶
者
若
し
く

は
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の

の
総
所
得
金
額
を
計
算
す
る

場
合
に
は
、
給
与
等
の
収
入

金
額
（
１
千
万
円
超
の
場
合

に
は
１
千
万
円
）
か
ら
８
５

０
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の

10
％
相
当
額
を
給
与
所
得
の

金
額
か
ら
控
除
す
る
。
つ
ま

り
、
最
高
15
万
円
を
控
除
で

　

取
引
を
正
規
の
簿
記
の
原

則
に
従
っ
て
記
録
し
て
い
る

者
に
係
る
青
色
申
告
特
別
控

除
の
控
除
額
を
55
万
円
（
現

行
65
万
円
）
に
引
き
下
げ

る
。
た
だ
し
、
電
子
帳
簿
保

存
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

95
万
円
以
下
（
改
正
前
：
85

万
円
以
下
）
に
引
き
上
げ

る
。

（
４
）
配
偶
者
特
別
控
除
に

つ
い
て
、
対
象
と
な
る
配
偶

者
の
合
計
所
得
金
額
要
件
を

48
万
円
超
１
３
３
万
円
以
下

（
改
正
前
：
38
万
円
超
１
２

３
万
円
以
下
）
と
し
、
そ
の

控
除
額
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

き
る
。
こ
の
規
定
は
年
末
調

整
に
お
い
て
も
適
用
可
能
。

（
２
）
給
与
所
得
控
除
と
公

的
年
金
等
控
除
の
調
整

　

給
与
所
得
控
除
後
の
金
額

及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
の
金
額
が
あ
る
居
住
者

で
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与

等
の
金
額
及
び
公
的
年
金
等

に
係
る
雑
所
得
の
金
額
の
合

計
額
が
10
万
円
を
超
え
る
も

の
の
総
所
得
金
額
を
計
算
す

る
場
合
に
は
、
給
与
所
得
控

除
後
の
給
与
等
の
金
額
（
10

万
円
を
限
度
）
及
び
公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金
額

（
10
万
円
を
限
度
）
の
合
計

額
か
ら
10
万
円
を
控
除
し
た

残
額
を
、
給
与
所
得
の
金
額

か
ら
控
除
す
る
。

（
４
）
事
業
用
宅
地
は
４
０

０
㎡
、
建
物
は
８
０
０
㎡
の

免
責
制
限
あ
り

（
５
）
相
続
時
、
贈
与
時
の

い
ず
れ
に
も
適
用
可
能

（
６
）
不
動
産
貸
付
業
等
は

除
く

　

上
記
の
規
定
を
適
用
す
る

に
は
、
認
定
相
続
人
又
は
認

定
受
贈
者
﹇
18
歳
（
２
０
２

２
年
３
月
31
日
ま
で
の
贈
与

に
つ
い
て
は
20
歳
）
以
上
で

あ
る
者
に
限
る
。﹈
が
相
続

又
は
贈
与
に
よ
り
特
定
事
業

用
資
産
を
取
得
し
、
事
業
を

継
続
し
て
い
く
場
合
に
は
、

担
保
の
提
供
を
条
件
に
、
そ

の
認
定
相
続
人
又
は
認
定
受

贈
者
が
納
付
す
べ
き
税
額
の

う
ち
、
特
定
事
業
用
資
産
の

課
税
価
格
に
対
応
す
る
相
続

税
又
は
贈
与
税
を
猶
予
す

る
。

注
１　

上
記
の
「
認
定
相
続

人
」
又
は
「
認
定
受
贈
者
」

と
は
、
承
継
計
画
に
記
載
さ

れ
た
後
継
者
で
あ
っ
て
、

「
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営

の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る

法
律
」
の
規
定
に
よ
る
認
定

を
受
け
た
者
を
い
う
。

注
２　

注
１
の
承
継
計
画
と

は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援

機
関
の
指
導
及
び
助
言
を
受

け
て
作
成
さ
れ
た
特
定
事
業

用
資
産
の
承
継
前
後
の
経
営

見
直
し
等
が
記
載
さ
れ
た
計

画
で
あ
っ
て
、
２
０
１
９
年

４
月
１
日
か
ら
２
０
２
４
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
都
道

府
県
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を

い
う
。

り
電
磁
的
記
録
の
備
え
付
け

及
び
保
存
を
行
っ
て
い
る

か
、
又
は
確
定
申
告
書
の
提

出
期
限
ま
で
に
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

を
使
用
し
て
申
告
す
る
場
合

に
は
青
色
申
告
特
別
控
除
の

控
除
額
を
65
万
円
と
す
る
。

１
．
給
与
所
得
控
除
等
の
見
直
し

１
．
給
与
所
得
控
除
等
の
見
直
し

１
．
個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

１
．
個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

　

係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

　

係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

国
際
観
光
旅
客
税

国
際
観
光
旅
客
税

２
．
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

２
．
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

３
．
基
礎
控
除
額
の
見
直
し

３
．
基
礎
控
除
額
の
見
直
し

４
．
扶
養
控
除
等
の
範
囲
に
つ
い
て
の

４
．
扶
養
控
除
等
の
範
囲
に
つ
い
て
の

　

見
直
し

　

見
直
し

５
．
所
得
金
額
調
整
控
除
の
創
設

５
．
所
得
金
額
調
整
控
除
の
創
設

６
．
青
色
申
告
特
別
控
除
の
見
直
し

６
．
青
色
申
告
特
別
控
除
の
見
直
し

表１　2020年分以降の給与所得控除額

表２　2020年分以降の公的年金等控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額

　　　　　162.5万円以下 55万円

162.5万円超180万円以下 その収入金額×40％－10万円

180万円超360万円以下 その収入金額×30％＋８万円

360万円超660万円以下 その収入金額×20％＋44万円

660万円超850万円以下 その収入金額×10％＋110万円

850万円超　　　　　　 195万円

①65歳未満の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

130万円以下 60万円 50万円 40万円

130万円超
 410万円以下

公的年金等の収入
金 額 ×25％ ＋
27.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×25％ ＋
17.5万円

公的年金等の収入
金額×25％＋7.5
万円

410万円超
 770万円以下

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
68.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
58.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
48.5万円

770万円超
 1,000万円以下

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
145.5万円

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
135.5万円

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
125.5万円

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

②65歳以上の場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超
 410万円以下

公的年金等の収入
金 額 ×25％ ＋
27.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×25％ ＋
17.5万円

公的年金等の収入
金額×25％＋7.5
万円

410万円超
 770万円以下

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
68.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
58.5万円

公的年金等の収入
金 額 ×15％ ＋
48.5万円

770万円超
 1,000万円以下

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
145.5万円

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
135.5万円

公的年金等の収入
金 額 × ５ ％ ＋
125.5万円

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

Ⅰ
．
個
人
課
税
―

Ⅰ
．
個
人
課
税
―
2020
年
分
以
降
適
用

年
分
以
降
適
用

Ⅱ
．
資
産
課
税

Ⅱ
．
資
産
課
税

Ⅲ
．
そ
の
他
の
税
目

Ⅲ
．
そ
の
他
の
税
目

の
区
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
10
万

円
引
き
上
げ
る
。


